
 

● 苦情処理・紛争解決支援対応の流れ（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)・①の苦情処理措置を経ることが紛争解決措置利用の要件ではない。したがって、顧客は直接東京三弁
護士会に申立て（③の手続）を行うことができる。 
・協会に顧客から弁護士会利用の申し出があった場合、協会が③’の手続を行い、別途、該当金庫にそ
の旨連絡するほかは、④以下について、上記フローのとおりの手続となる。 

顧客（申出人） 

金 庫 等 

②苦情処理措置不調等による 

仲裁センター等利用の案内、

東京三弁護士会所定の「申立

書」の交付あるいは東京三弁護

士会ＨＰ上の書式案内 

仲裁センター等 

④資料提出要請 

資料提出 

事情聴取等 

④和解手続期日開催

（事情聴取等） 
 

テレビ会議等に

より、顧客在住地

等の弁護士会館

等での開催も可 

⑤和解案・特別調停案提示

同受諾 

⑥成立手数料請求、支払い

相談所(協会) 

⑦申立手数料・期日手

数料請求、支払い 

③紛争解決の申立て 

東京三弁護士会に「申立書」

を直接提出（相談所（協会）

を経由することも可能で、そ

の場合、協会より「申立書」

の交付あるいは東京三弁護士

会ＨＰ上の書式案内も可） 

③’紛争解決の申立取次ぎ 

東京三弁護士会「申立書」の提出

①苦情申し出、話合い

（苦情処理措置）

①’事実説明、

話合いの要請


